
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

実施機関の名称 市長  

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

総務部危機管理課  

個人情報ファイルの利用目的 避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するた

めに利用する。 

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所又は居所、５電話

番号その他連絡先、６避難支援等を必要とする事由、７

その他市長が避難支援に関し必要と認める事項 

記録範囲 １７５歳以上の高齢者のみ世帯の者、２身体障害者手帳

（１級、２級）の交付を受けている者、３療育手帳

（Ａ）の交付を受けている者、４精神障害者保健福祉手

帳（１級）の交付を受けている者、５介護保険における

要介護認定３～５を受けている者、６既に災害時要援護

者避難支援登録者に登録されている者、７その他、市長

が特に必要と認めた者 

記録情報の収集方法 高齢者福祉システムから提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 １消防機関（消防本部、消防署、消防団）、２警察機関

（警察本部、警察署）、３民生・児童委員、４社会福祉

協議会、５自治会、６自主防災組織及び見守り組織、７

その他、市長が特別に認める者 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 
(名 称)総務部危機管理課 

(所在地) 〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 
 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税賦課ファイル 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課のために利用する。 

記録項目 1個人番号、2氏名、3住所、4生年月日、5性別、6電

話番号、7取得日、8廃車日、9異動日、10異動事由、1

1届出日、12車種、13課税区分、14適用税率、15所有

形態、16主たる定置場、17標識番号、18車名、19型式

及び年式、20原動機の型式、21車台番号、22型式認定

番号、23総排気量、24初度検査年月、25燃料種類、26

税率特例、27重課判定情報、28軽課判定情報、29賦課

年度、30通知書番号、31賦課税額、32経年、33減免税

額、34年税額、35収納状況、36障がいの状況、37家庭

状況 

記録範囲 原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び 2輪

の小型自動車の所有者・使用者 

記録情報の収集方法 本人、島根県市長会、軽自動車検査協会、照会した他市

町村、中国運輸局、地方税共同機構（OSS、JNKS）、地方

税公共団体情報システム機構（J-LIS） 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 本人、種別割減免申請により照会があった際の島根県、

捜査があった際の警察、大田市ナンバーの廃車の際や照

会があった際の他市町村、軽自動車検査協会、地方税共

同機構、自動車販売業者 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)総務部税務課 

(所在地)〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 
 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 固定資産税賦課ファイル 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課のために利用する。 

記録項目 １個人番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６

電話番号、７土地家屋の所在地、８登記・現況地目、９

登記・現況地積、１０家屋種別・用途・構造・建築年、

１１家屋床面積、１２償却資産、１３土地・家屋・償却

資産評価額・課税標準額、１４年税額 

記録範囲 土地・家屋・償却資産所有者及び現所有者 

記録情報の収集方法 本人、市建設部建築営繕課、法務局、税務署、島根県 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 本人、法務局、税務署、島根県 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)総務部税務課 

(所在地)〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料賦課ファイル 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の賦課のために利用する 

記録項目 1保険証番号、2氏名、3住所、4生年月日、5性別、6

電話番号、7保険料額、8収入状況、9公的扶助、10世

帯状況、11納付状況、12口座情報、13送付先 

記録範囲 後期高齢者医療制度の被保険者 

記録情報の収集方法 島根県後期高齢者医療広域連合、市基幹税務システムか

ら収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

 

記録情報の経常的提供先 年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)総務部税務課 

(所在地)〒694-0064 島根県大田市大田町大田

ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料賦課ファイル 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険料の賦課のために利用する。 

記録項目 1保険証番号、2個人番号、3氏名、4住所、5生年月

日、6性別、7電話番号、8保険料額、9収入状況、10

控除額、11市県民税額、12公的扶助、13世帯状況、14

加入状況、15納付状況 

記録範囲 国民保健保険料納税義務者及び被保険者 

記録情報の収集方法 本人、転入前自治体から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

 

記録情報の経常的提供先 年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 
(名 称)総務部税務課 

(所在地)〒694-0064 島根県大田市大田町大田

ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 個人市県民税賦課ファイル 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人市県民税の賦課のために利用する。 

記録項目 1 個人番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日、5 性別、6 電

話番号、7職業、8収入状況、9資産状況、10公的扶助、

11取引状況、12控除内容、13障がいの状況、14世帯状

況、15扶養状況、16税額、17納付状況 

記録範囲 1月 1日現在大田市に住所を有する個人 

記録情報の収集方法 本人、税務署、給与支払者、年金保険者、被扶養者住所

地自治体、寄附先自治体・法人等から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、県税事務所、特別徴収事業所、年金保険者、転

出先自治体・後期高齢者医療広域連合、扶養者住所地自

治体 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 
(名 称)総務部税務課 

(所在地)〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市税等収滞納ファイル 

実施機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の収滞納を管理するために利用する 

記録項目 １個人番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６

電話番号、７口座情報、８送付先情報、９税目ごとの調

定額及び収納額、10経過記録、11滞納処分情報 

記録範囲 納税義務者となった個人、法人、団体 

記録情報の収集方法 本人、税務署、県、転入転出先自治体、勤務先から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、県、転入転出先自治体 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 
(名 称)総務部税務課 

(所在地)〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ 1111 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  


